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佐野市立城東中学校区小中一貫校整備事業者選定に係るアドバイザリー業務委託 

仕様書 

 

１．業務の概要 

本業務は、佐野市（以下「市」という。）が佐野市立城東中学校区小中一貫校整備事

業（以下「本事業」という。）を行うにあたり、同学校区小中一貫校についての設計、

建設、維持管理業務の主体となる民間企業（以下「事業者」という。）の募集、事業者

選定、契約締結、モニタリング計画素案作成までの支援を行う。 

  なお、本事業の事業方式は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律（平成 11年法律第 117号。以下ＰＦＩ法という。）に準じたＤＢＯ（Design 

Build Operate）方式とする。 

 

２．業務の内容 

 ２．１．基本条件の検討 

     本業務において遵守すべき関係法令及び各種ガイドライン等を考慮し、また参

画事業者の準備作業及び市の内部手続に要する期間等を考慮し、供用開始までの

詳細なスケジュール（案）を作成することとし、必要に応じて適宜修正する。 

     なお、着手にあたっては、次の書類を提出するものとする。 

     イ 着手届 

     ロ 業務計画書 

     ハ 管理技術者等届 

※様式は、イについては別に定める市の様式、ロ及びハについては任意とする。 

 

 ２．２．実施方針等の作成、公表に係る支援 

  (１) 施設整備に係る内容及び方向性の精査 

当該施設の整備に関する整備スケジュール、整備費用（全体および年度割）、

整備内容、整備手法、リスク分担、民間活力導入可能性、民間事業者の意向、市

場動向等の事業スキームについて、改めて精査し、その結果を書面で提出する。 

その際、新たな方向性を含め、必要な助言を行う。 

  (２) 実施方針の作成支援 

市及び上記２．２.（１）の精査を踏まえ、実施に関する基本的な考え方、事

業者の募集及び選定に関する事項、責任の明確化、設計・建設・維持管理業務の

適正かつ確実な実施の確保に関する事項を定めた実施方針（ＰＦＩ法第５条）案

を作成するとともに、公表するにあたっての助言など必要な支援を行う。  
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  (３) 要求水準書案の作成支援 

本事業で整備する施設の設計・建設に係る性能水準及び維持管理業務に係るサ

ービス水準について、民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を最大限に発揮できる

ような要求水準書案を作成する。 

(４) 財政効果額（市財政負担）の算定 

公表する実施方針、要求水準書案を踏まえた全体事業費を算定し、市の費用負

担相当額及び財政効果額を作成し、書面提出する。また、必要に応じて実施方針

及び要求水準書案の修正を行う。 

(５) 実施方針及び要求水準書の公表に関する支援 

公表する実施方針、要求水準書案に対し、民間事業者からの質問及び意見を整

理し、回答案を作成する。また、必要に応じて実施方針及び要求水準書案の修正

を行う。 

 

 ２．３．特定事業の選定に係る支援 

  (１) ＶＦＭの算定及び評価 

市で実施した過年度調査におけるＶＦＭ算定の結果を改めて精査し、新たなＶ

ＦＭの算定及び評価を行う。 

  (２) 特定事業の評価・選定の支援 

新たに算定・評価したＶＦＭを踏まえ、本事業を特定事業として選定する理由

を整理し、特定事業の選定（ＰＦＩ法第７条）に関する公表案を作成するととも

に、公表するにあたって必要な支援を行う。 

 

 ２．４．事業者の募集・選定に係る支援 

 (１) 入札説明書の作成支援 

本事業に係る入札を公告するにあたり、入札参加を希望する民間事業者を対象

に、本事業の事業概要、事業スケジュール、参加資格要件、提案書の作成要領、

リスク分担、契約手続等を整理し、入札説明書案を作成する。 

  (２) 要求水準書の作成支援 

実施方針時に作成した要求水準書案に対し、民間事業者からの質問及び意見を

踏まえた修正を行い、要求水準書を作成する。 

  (３) 落札者決定基準の作成支援 

本事業の入札に係る評価項目や評価視点、配点等を整理し、落札者決定基準案

を作成する。 

  (４) 様式集の作成支援 

参加資格の確認に関する書類、提案書の様式等について必要な記載事項を整理

し、様式集案を作成する。  
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  (５) 基本協定書及び各契約書の作成支援 

実施方針のリスク分担表及び実施方針に対する民間事業者からの質問・意見等

を踏まえ、事業者と各業務の契約締結に向けた基本協定書案、事業契約書案及び

その他必要となる契約書面を作成する。 

なお、基本協定書案、事業契約書案及びその他必要となる契約書面の作成にあ

たり、専門的な助言を受けるために、ＰＦＩ事業に精通した弁護士の協力を得

て、必要となる支援を行う。 

  (６) 民間事業者からの質疑への対応、回答の作成支援 

公募開始時に公表した資料（入札説明書、要求水準書、様式集、契約書案、基

本協定書案等）に対し、民間事業者からの質問及び意見を整理し、回答案を作成

する。また、必要に応じて資料の修正を行う。 

 

２．５．民間事業者提案の審査支援 

(１) 提案書の整理及び審査資料の作成支援 

応募者から提出された提案書の審査を支援するための審査補助資料として、民

間事業者の提案概要書を作成し、審査に必要な資料を作成する等の支援を行う。 

  (２) 市が設置する審査委員会の運営支援 

会議録の作成、委員からの質疑への対応、提案書のプレゼンテーションにおけ

る質疑応答、審査講評案を作成するとともに、審査委員会等の運営について適切

な技術的助言を行う。 

  (３) 事業者提案に基づくＶＦＭの算定及び考察 

選定された事業者の提案内容を踏まえ、事業者提案に基づくＶＦＭ算定及び導

入可能性調査時点との比較考察を行う。 

  (４) 審査結果後の公表資料の作成支援 

審査講評、客観的評価、落札者の決定、事業契約の内容などの必要な資料の作

成を支援する。 

 

 ２．６．契約締結に係る支援 

事業者と市の契約締結に向けて、基本協定書案の最終的な疑義を調整し、市と

事業者の基本協定締結に関する支援を行う。 

     なお、事業者との契約の締結にあたり、専門的な助言を受けるために、ＰＦＩ

事業に精通した弁護士の協力を得て、市と事業者の契約締結に関する支援、契約

議案の上程に関する支援、その他必要な支援を行う。 
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 ２．７．設計・建設・維持管理業務モニタリング計画策定に係る支援 

契約締結の内容を踏まえ、事業者に対する設計・建設・維持管理業務モニタリ

ング計画の素案を策定し、事業者における契約事項の適正かつ確実な履行を確保

するための支援を行う。 

 

 ２．８．事業者選定業務全般に係る支援 

事業者選定業務全般に対し、ＰＦＩ事業に関する事項を含め、市へ適切な時期

に、適切な助言を行う。 

 

 ２．９．報告書作成及びまとめ 

     本業務の報告書及び公表資料をとりまとめ、市に提出すること。 

 

 ２．１０．協議・打ち合わせ等 

     打ち合わせを年１０回程度実施することとし、その内容について会議録を作成

し、市の確認を受けること。また、市からの要請に応じ会議等に参加して、資料

の提供、技術的助言や質問への回答を行うこと。 

※業務着手時、成果品納入時は主たる技術者が立ち会い、説明するものとする。 

    ※打合せの内容によって、Ｗｅｂ会議とすることも可とする。 

 

３．業務体制 

 ３．１．業務体制 

     本事業は、佐野市が掲げる「ゼロカーボンシティさの実現に向けたロードマッ

プ（令和６（2024）年３月策定）」に基づく施設整備を目指すため、公共施設等

の脱炭素化の推進にあたりＺＥＢ対応に関する十分な知識を有する者を配置する

などの業務体制を確保すること。 

 

 ３．２．管理技術者並びに照査技術者の選任 

   (１)受注者は、業務の円滑な進捗を図るため、十分な業務実績を有する管理技術者と

照査技術者を配置するものとする。なお、やむを得ず技術者を配置できない場合

は、協力企業から配置することを妨げない。 

(２)管理技術者と照査技術者は、兼務することができないものとする。 

(３)管理技術者は、一級建築士、技術士（建設部門）もしくは RCCM（都市計画及び地

方計画）の資格を有する者または公共施設の整備に関する民間活力導入可能性

調査もしくは事業者選定支援（アドバイザリー）の業務実績を有する者とする。 
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 ３．３．業務の進め方 

   (１)契約後、速やかに詳細な業務工程表を提出し市の確認を受けること。履行状況

報告を適宜行うこと。業務工程表は年月日単位で調整すること。 

   (２)打ち合わせ等により市との意思疎通を適宜行い、円滑に業務を進めること。 

(３)市の事務、議会等を考慮し業務を計画的に進めること。また、市より業務内容

に係わる資料作成を求められた場合に協力すること。 

   (４)本仕様書に明記されていない事項及び業務内容に疑義が生じたときは、速やか

に市担当者と協議し決定すること。 

 

４．成果品 

  本業務の成果品を以下のとおり作成すること。なお、作成した資料については、すべ

て市にデータとして提供すること。作成された成果品の著作権はすべて市に帰属する。

市に許可なく他に公表、貸与または使用等をしてはならない。 

 

Ｎｏ． 成果品名 サイズ 体裁 部数 

１ 業務報告書 Ａ４ キングファイル ２部 

２ 資料編及び打ち合わせ議

事録 

Ａ４ キングファイル ２部 

３ 成果品電子データ － 電子データ（ＣＤ－Ｒ等） ２部 

 

５．業務委託期間 

  委託契約締結日から令和９年３月１５日まで 

 

６．本業務に係る想定スケジュール 

  令和７年度  基本条件の検討 

         実施方針等の作成、公表に係る支援 

         特定事業の選定に係る支援 

         事業者の募集・選定に係る支援 

         事業者選定業務全般に係る支援 

         協議・打ち合わせ 

  令和８年度  民間事業者提案の審査支援 

         契約締結に係る支援（事業者との協議支援を含む） 

         モニタリング計画策定に係る支援 

         事業者選定業務全般に係る支援 

         報告書作成及びまとめ 

         協議・打ち合わせ 


